
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

朝霞市商工会（法人番号 7030005007007） 

朝霞市   （地方公共団体コード 112275） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者が他社と差別化し、売上拡大を図ることを目指す 

【目標②】小規模事業者が DXや ITの利活用を図ることを目指す 

【目標③】小規模事業者が地域資源を活用した商品開発や販売を行うことを目指す 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者自身が市場（事業機会）を分析することを目的に、「地域の経済動向分

析」を実施し、結果を公表する。 

 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者の他社と差別化された商品、地域資源を活用した商品等の開発やブラッ

シュアップを支援するため、「イベントでの商品調査」を実施する。 

 

５.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の他社と差別化した事業展開に向けて、小規模事業者自身が自社の強み

や経営課題等を客観的に把握するための「経営分析（財務分析及び非財務分析）」を

支援する。 

 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ、

他社と差別化するための事業計画策定を支援する。 

 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者の

売上や利益の増加を実現する。 

 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的に、「展示会・商談会の出展支援」や「IT 専門

家派遣事業」、「デジタル集客・デジタルビジネスマッチング支援」を実施する。 

連絡先 

朝霞市商工会 

〒351-0033 埼玉県朝霞市大字浜崎 669-1 

TEL: 048-470-5959  FAX: 048-470-5960  E-mail: info@asaka-sci.or.jp 

 

朝霞市 市民環境部 産業振興課 産業労働係 

〒351-8501 埼玉県朝霞市本町 1-1-1 

TEL: 048-463-1903  FAX: 048-467-0770  E-mail: sangyo_sinko@city.asaka.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 朝霞市の概況 

朝霞市（以下、当市）は、埼玉県南西部に位置しており、県庁所在地であるさいたま市から約 9km、東

京都心から約 20km の距離にある。南は東京都練馬区、北は志木市、東は和光市、西は新座市、さらには

荒川を隔ててさいたま市、戸田市と隣接している。 

市域は、東西約 4.6km、南北約 6.3km で、面積は 18.34 ㎢である。 

地形は、武蔵野台地と荒川低地に大別され、その間の斜面林が武蔵野の面影を残している。また、荒川

とほぼ並行して新河岸川が流れ、市の中央部には東西に黒目川が流れるなど、変化に富んだ地形となって

いる。 

交通では、当市の南部を国道 254 号（川越街道）、東部の市境を外かく環状線が通り、高速道路に容易

にアクセスすることができる。また、北西から南東の方向には都心と直結する東武東上線と東京メトロ有

楽町線・副都心線（東急東横線、みなとみらい線と相互乗入）、南西から北東の方向にはさいたま市など

県央地域と結ぶ JR 武蔵野線が走り、都市交通の重要な結節点となっている。 

朝霞市商工会（以下、当会）は、当市唯一の商工団体である。 

 

 
出典：朝霞市「ぷらり あさかさんぽ」 

 

イ 人口 

 当市の令和 5 年 9 月 1 日時点の人口は 144,860 人である（住民基本台帳）。 

武蔵野の面影を残す自然景観や交通の利便性を背景として、市の人口は市制施行以来、増加を続けてお

り、人口増加率も全国や首都圏と比較しても高い。 

国勢調査及び社人研推計を基に推移をみると、人口は増加傾向にあり、この傾向は今後 10 年において

続くものと考えられる。一方、年齢別人口の将来の推移をみると、年少人口は既に減少傾向にあり、生産

年齢人口は今後 10 年以内には減少傾向に転じることが予測されている。 

長期的にみると、高齢化率は、令和 2（2020）年の 19.5％から令和 27（2045）年には 28.8％に上昇す

る見込み。生産年齢人口比率は、令和 2（2020）年の 66.5％から令和 27（2045）年には 58.9％に低下す

る見込みである。 
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(b)業種別の景況感 

 朝霞市が平成 29 年度に実施した「産業実態に係るア ケート調査 より景況感を確認する。 

“事業所を主たる販売先とする企業向け調査”の結果をみると、3 年前と比較した売上高は、「増加」が

30.8％、「横ばい」が 20.3％、「減少」が 44.9％となっている。 

 業種別にみると、ほぼすべての業種で、「減少」が「増加」を上回っている。 

 本調査は、新型コロナウイルス感染症の拡大前に実施されており、現状はさらに「減少」の割合が増え

ていることが推測できる。 

■3 年前と比較した売上高（業種別） 

 
出典：朝霞市「産業実態に係るアンケート調査（平成 29 年度）」 

 

 従業員規模別にみると、従業員規模が小さくなるほど「増加」の割合が低くなる傾向がみられ、小規模

事業者ほど経営環境の変化に対応できていないことが読み取れる。 

■3 年前と比較した売上高（従業員規模別） 

 
出典：朝霞市「産業実態に係るアンケート調査（平成 29 年度）」 
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 経営上の課題をみると、全体では「従業員の高齢化」が 27.9％と最も高く、「受注量・取引量・売上高

の減少」が 25.0％、「一般従業員の確保」が 20.7％と続いている。 

 従業員規模別では、2 名以下、5 名以下、9 名以下で「受注量・取引量・売上高の減少」が最も高くなっ

ており、小規模事業者においては売上減少を課題とする割合が高いことが読み取れる。 

■経営上の課題（上位 10 項目・従業員規模別） 

 
出典：朝霞市「産業実態に係るアンケート調査（平成 29 年度）」 

 

続いて、“個人を主たる販売先とする企業向け調査”の結果をみる。 

3 年前と比較した売上高は、「増加」が 23.7％、「横ばい」が 14.1％、「減少」が 53.1％となっており、

過半の事業者が売上減少している状況となっている。 

 業種別にみると、すべての業種で、「減少」が「増加」を上回っている。 

■3 年前と比較した売上高（業種別） 

 
出典：朝霞市「産業実態に係るアンケート調査（平成 29 年度）」 
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 従業員規模別にみると、従業員規模が小さくなるほど「増加」の割合が低くなる傾向がみられる。 

 また、「減少」の割合は、5 名以下で 60.6％となっており、小規模事業者の６割が売上減少に直面して

いることが読み取れる。 

■3 年前と比較した売上高（従業員規模別） 

 
出典：朝霞市「産業実態に係るアンケート調査（平成 29 年度）」 

 

 経営上困っていることをみると、全体では「売上の伸び悩み」が 45.6％と最も高く、「人材不足」が 24.5％、

「経営者の高齢化」が 21.6％と続いている。 

 従業員規模別では、従業員が少ない事業者で「売上の伸び悩み」、従業員の比較的多い事業者で「人材

不足」が最も高くなっている。 

 小規模事業者にとっての困りごとは、売上低迷であることが読み取れる。 

■経営上困っていること（上位 10 項目・従業員規模別） 

 
出典：朝霞市「産業実態に係るアンケート調査（平成 29 年度）」 
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ⅱ_工業 

令和 3 年における朝霞市の製造業の事業所数は前年比 2.2%減の 134 事業所。4 年連続の減少。令和 3 年

において最も事業数が多い業種は、印刷関連事業の 31 事業所。次いで多いのは金属加工業(16)、生産用

機械器具製造業(12)。後継者不足による廃業企業が非常に多い。 

 

カ その他、小規模事業者の経営環境に影響がある出来事 

(a)東武東上線朝霞駅に急行列車が停車 

   令和 5（2023）年 3 月に東武東上線のダイヤ改正が実施され、急行列車が朝霞駅に停車するようになっ

た。これにより、池袋駅や川越駅などからの利便性が向上しており、今後の人口増加、商業の活性化が期

待されている。 

 

(b)一般国道 254 号和光富士見バイパスの整備 

一般国道 254 号は東京都文京区を起点に埼玉県西部地域を縦貫し、産業、経済、文化交流の基盤をなす

道路である。特に県内においては関越自動車道を補完し、首都圏中央連絡道路や東京外かく環状道路など

の幹線道路と連結する重要な幹線道路となっている。 

現在、県南西部地域の発展を目指し、和光市内の東京外かく環状道路から朝霞市、志木市を経て富士見

市内の一般国道 463 号までの延長 6,850m の「一般国道 254 号和光富士見バイパス」の整備が進められて

いる。 

整備は、第一期、第二期に分けて実施され、第一期整備区間は既に供用されている。既にバイパスが開

通した和光市では大型物流施設などの新規立地が進むなどの効果があがっており、第二期工事が完了する

と当市においても雇用の促進や税収の増加など、地域経済の活性化が期待できる。 

 

(c)北朝霞・朝霞台地区における官民連携まちなか再生推進事業 

朝霞市は、朝霞駅周辺地区のエ アプラットフォーム「あさかエリアデザイン会議」による官民連携ま

ちなか再生推進事業に続き、北朝霞・朝霞台地区でも官民連携によるまちづくり事業を推進している。 

現在、エリアプラットフォームの構築・準備として、官民で協働して、公共空間を活用しながらまちを

もっとわくわくする場所にするための各種取組『北朝霞・朝霞台デザインラボ』を実施。北朝霞・朝霞台

地区の魅力的な公共空間を発掘し、その公共空間をうまく・楽しく活用する文化を醸成することで、立ち

寄って滞在したくなるようなまちなかづくりを進めること目指している。 

今後、①北朝霞・朝霞台のまちの魅力（ポテンシャル）発掘、②まちの魅力や特性を活かした公共空間

活用型イベントの開催、③にぎわい拠点となる新たな公共空間（駅前広場等）の創出とその空間活用の構

想検討などにも取組を拡大させていく予定であり、官民連携によるまちの活性化を狙う。 

 

キ 第 5 次朝霞市総合計画 

「第 5 次朝霞市総合計画（平成 28 年度～令和 7 年度）」の商工・観光部分は下表のとおりである。 

後期基本計画を小規模事業者支援の視点でみると、「産業活性化」では、①商業・工業・農業いずれの

事業者も経営支援サービスを受けられることで、経営が安定し、市内産業が活性化することや、②当市の

交通利便性等の産業の立地優位性を踏まえて、事業所の増加を図る取組を推進することで、まちに活気が

あふれることを目指している。また、「産業の育成と支援」では、①起業・創業を希望する方が様々な支

援を受けられることや、②市民と事業者及び事業者同士の交流が活発に行われ、市の特性を生かした産業

が育つことを目指している。 

■基本構想（平成 28 年度～令和 7 年度） 

将来像【ビジョン】 私が 暮らしつづけたいまち 朝霞 

将来像の基本概念 

【コンセプト】 

（商工・観光部分） 

つながりのある元気なまち 

“つながりのある元気なまち”とは、私が「いきいきと暮らし、様々な人々と

絆（きずな）を結び、自分らしい人生を送れている」と実感できるまちです。 

そのためには、個人の価値観やライフスタイル、異なる文化的背景をお互い

に尊重し合いながら、地域に住む人々が連帯し、私たちの誰もが住みやすいま

ちにしていくことが必要です。 

また、近くににぎわいのある商店街があるなど、各施設がまちのなかにバラ
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ンス良く存在していれば、地域で働く機会も増え、より活気のあるまちになる

はずです。そのような元気なまちにしていきたいと思います。 

■後期基本計画（令和 3 年度～令和 7 年度） 

産業活性化 

 1.魅力ある商業機能の形成 2.中小企業の経営基盤の強化 3.企業誘致の推進 4.都市農業の振興 

産業の育成と支援 

 1.産業育成のための連携強化 2.起業・創業の支援 

 

ク 朝霞市産業振興基本計画 

 朝霞市では、東京近郊に位置し、今なお人口が増加している住宅都市という地域特性を生かし、産業と

市民生活を循環的に強化させるような施策を進めていくため、平成 31（2019）年度から令和 10（2028）

年度までの 10 年間を計画期間とする朝霞市産業振興基本計画を策定している。 

本計画では、目指すべき姿を「市民生活と調和し 豊かな暮らしを実現する あさか産業の振興」と掲げ、

これに基づき、産業振興施策（施策およびリーディ グプロジェクト）を定めている。 
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②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当市の人口は増加傾向で推移しており、今後も増加傾向で推移することが見込ま

れている。人口増加の要因をみると、社会増の影響が大きいと推測できる。つまり、流入数が流出数を超

過している状況である。新たに当市に居住を構える方が多いため、小規模事業者においても、新たな居住

者のニーズに応えるなど、このビジネスチャ スをしっかりと獲得することが課題である。 

続いて、年齢 3 区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、この変化へ

の対応が課題となる。また、生産年齢人口が将来的に減少していくことが予測されているため、今から DX

（デジタルトラ スフォーメーショ ）等による生産性向上に取り組むことで、人手不足の解消を目指す

必要がある。 

特産品では、荒川、新河岸川、黒目川などによる低地と武蔵野台地からなる豊かな土壌と、都心へ近い

地の利を活かし、多くの農産物を産出。荒川低地の水田地帯では稲作が中心に行われており、県内では早

場米地帯となっている。さらに、畑作地帯では、古くからニンジンの栽培が行われているだけでなく、近

年は、ホウレンソウなどの葉物野菜や花の生産が増えてきている。また、当会では、朝霞の風土、歴史、

素材などを活かしたアイデアあふれる商品や、製法、品質、機能などの商品特性に優れ、朝霞市をアピー

ルできる商品を「あさかの逸品」として認定している。小規模事業者においても、これら特産品を活用し

た商品の開発・販売や、「あさかの逸品」に関する商品開発などが期待されている。 

小規模事業者数の推移をみると、小規模事業所数は平成 24 年が 2,549 者、令和 3 年が 2,456 者であり、

9 年間で 3.6％減少している。近年は経営者の高齢化による廃業などもみられるため、親族内承継・第三

者承継による事業承継の活性化が地域としての課題である。また、小規模事業所数の推移を業種別にみる

と、とりわけ製造業（△95 者）の減少数が大きくなっている。当市には優れた技術を保有する小規模製造

業も多いため、この技術を次世代に伝える（残す）ためにも、技術の承継が必要である。 

朝霞市が平成 29 年に実施したアンケート調査より業種別の景況感をみると、3 年前と比較した売上高

（平成 29 年度時点）は、“事業所を主たる販売先とする企業向け調査”で「増加」が 30.8％、「横ばい」が

20.3％、「減少」が 44.9％、“個人を主たる販売先とする企業向け調査”で「増加」が 23.7％、「横ばい」

が 14.1％、「減少」が 53.1％となっており、いずれも約半数の事業者が売上減少と回答している。従業員

規模別にみると、従業員規模が小さくなるほど「増加」の割合が低くなる傾向にある。つまり、小規模事

業者ほど経営環境の変化に対応できておらず売上が減少しているといえる。以上より、とりわけ小規模事

業者においては、経営環境の変化に応じたビジネスモデルの再構築が課題であるといえる。 

また、同ア ケートより小規模事業者の経営上の課題をみると、“事業所を主たる販売先とする企業向

け調査”では「受注量・取引量・売上高の減少」、“個人を主たる販売先とする企業向け調査”では「売上

の伸び悩み」が最も高くなっている。小規模事業者自身も「売上拡大」を最大の課題と認識していること

が読み取れる。 

当会が考える業種別の課題をみると、①商業では、大型店やチェー 店、コンビニエンスストア、イン

ターネット利用通信販売などと違う市場・差別化により売上を伸ばすこと、②工業では事業承継が課題で

ある。 

また、今後 5 年間で小規模事業者の経営環境に影響を与える出来事をみると、①東武東上線朝霞駅に急

行列車が停車、②一般国道 254 号和光富士見バイパスの整備、③北朝霞・朝霞台地区における官民連携ま

ちなか再生推進事業などがあり、今後、人口増加や商流の変化などが考えられる。そのため、小規模事業

者においてもこれらの変化への対応が課題となる。 
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朝霞市商工会は、小規模事業者の経営環境が激変していくことを踏まえ、自助努力だけでは克服でき

ない問題に対し関係機関と地域ぐるみで連携し、事業計画に基づく経営を推進できるよう伴走型の支援

を実施していく為、以下の項目を目標に掲げ推進する。 

（１）小規模事業者の事業計画の策定支援。 

（２）地域資源や技術・技能を活かした付加価値の高い商品、製品等の販売支援。 

（３）創業や事業承継等の支援による人材育成支援。 

（４）観光資源やにぎわいの創出を活かした来街者の増加による市内小規模事業者の販路拡大・売上拡

大を目指す。 

（５）職員が一丸となって街の経営コンサルタント機能を確立する。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む下記の 4 つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】小規模事業者が他社と差別化し、売上拡大を図ることを目指す 

【目標②】小規模事業者が DX や IT の利活用を図ることを目指す 

【目標③】小規模事業者が地域資源を活用した商品開発や販売を行うことを目指す 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標④】により、小規模事業者の経営基盤が強化され、地域の産業が活性化するこ

とを目指す。また、小規模事業者それぞれが魅力的な事業展開を行うことで、魅力ある商業機能が形成

され、地域住民にとって住みやすいまちになることを目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①達成のための方針】 

小規模事業者が他社と差別化を図るためには STP 分析を行うのが一般的である。STP 分析とは、セグメ

ンテーショ （市場細分化）、ターゲティング（ターゲット市場の決定）、ポジショニング（自社の立ち位

置の明確化）の頭文字を取ったものである。 

STP 分析を実施するために、まずは「地域の経済動向調査」により市場動向を整理する。その後、自社

の立ち位置の明確化に向けて、経営分析により各事業者の現状（経営状況）を明らかにする。経営分析で

は、財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的

な課題を事業者自らが認識することに重点を置く。 

これらの分析結果を活用しながら、事業計画においてポジショニングを定める。事業計画策定後は、策

定後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。 

また、事業計画を実現させるための販路拡大支援として、「展示会・商談会の出展支援」などを実施す

る。 

 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者の DX や IT 利活用推進に向けて、前項の支援における各局面で DX・IT 利活用支援を実施

する。具体的には、①経営分析支援の際に、事業者のデジタル化・IT 活用の状況を分析する、②事業計画

策定支援の際に、事業計画の策定を希望する事業者に対し、DX 推進員等の派遣を実施する、③販路開拓支

援の際に、「IT 専門家派遣事業」や「デジタル集客・デジタルビジネスマッチング支援」を実施する。 

また、効果的な支援に向けて、当会内においても IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標③達成のための方針】 

小規模事業者の地域資源を活用した商品開発や販売を支援するため、「イベントでの商品調査」を実施

する。また、調査結果を基に、商品のブラッシュアップを伴走型で支援する。 

 

【目標④達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 

 

 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容  
 

3.地域の経済動向調査に関すること 

(1)現状と課題 

【現状】 

 小規模事業者が STP 分析を行うためには、小規模事業者自身が市場を分析（セグメ テーショ ） 、

ビジネスチャンスとなる市場を見極める必要がある。当会ではこれまで個社支援の際に、データを活用し

た市場分析の支援（事業機会の分析）を行ってきたが、データを広く周知することはなかった。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 法定経営指導員（経営支援員） 1名

 経営指導員（経営支援員） 3名

 補助員（経営支援員）    2名

朝霞市

市民環境部

産業振興課

事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 風間 利文 

連絡先： 朝霞市商工会 TEL.048-470-5959 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒351-0033 

埼玉県朝霞市大字浜崎 669-1 

朝霞市商工会 

TEL： 048-470-5959 ／ FAX： 048-470-5960 

E-mail： info@asaka-sci.or.jp 

 

②関係市町村 

〒351-8501 

埼玉県朝霞市本町 1-1-1 

朝霞市 市民環境部 産業振興課 産業労働係 

TEL： 048-463-1903 ／ FAX： 048-467-0770 

E-mail： sangyo_sinko@city.asaka.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

必要な資金の額 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 

 専門家謝金 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 

 セミナー開催費用 200 200 200 200 200 

 展示会出展費用 100 100 100 100 100 

 デジタル活用イベント委託費 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 クラウド経営支援ツール 200 200 200 200 200 

 資質向上研修費用 100 100 100 100 100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、国補助金、県補助金、市補助金、事業収入等 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


